
釧路市妊産婦安心出産支援事業助成金の申請について ※添付漏れがないか□に✔を付けてください。 

□ 釧路市妊産婦安心出産支援事業（交通費、宿泊費）助成金交付申請書（以下「申請書」） 【記載時の注意事項】 

□ 釧路市妊産婦安心出産支援事業（交通費、宿泊費）の申請に伴う添付書（以下「添付書」） ① 申請書の「住所」は、申請時の住所を記入してください。 

□ 釧路市妊産婦安心出産支援事業（交通費、宿泊費）助成金交付請求書（以下「請求書」）  ② 口座名義人は、申請者及び請求者と同一（原則、妊産婦）として 

□ 母子健康手帳、医療機関の領収書及び明細書、口座振込先の確認できるもの           ください。 

□ 出産時に公共交通機関（タクシー等）を利用した場合は、領収書                        ③ 請求書の「年月日」と「請求金額」欄は、記入しないでください。 

□ 宿泊費の助成申請をされる場合は、宿泊先の領収書（食事代を除く）           ④ 請求書の金融機関名：ゆうちょ銀行の場合、振込専用の受取口座番号が 

□ 里帰り出産をされた方は、「里帰り先の居住地の方の身分証明書の写し」及び「里帰り先    必要です。受取口座番号が通帳に記載されていない場合はゆうちょ銀行 

居住地の公共機関からの日付の入った発行物（出産日の前後 3か月以内のもの）の写し」      でお手続きください。 

 □ この用紙                              

     申請書類提出後２ヵ月以内に転居（出）予定がある方のみ、この用紙（裏面に記入）も提出が必要です。 

 釧路市妊産婦安心出産支援事業（交通費、宿泊費）助成金の振込は、申請から１～２か月後を予定しています。 

 《記入例》

 

 

 

※申請書類提出後２ヵ月以内に転居（出）予定のある方は、転居（出）先の住所を裏面にご記入の上、ご提出ください。 



釧路市妊産婦安心出産支援事業（交通費、宿泊費）助成金を申請する皆様へ 

 

釧路市妊産婦安心出産支援事業（交通費、宿泊費）助成金の振込は、申請されてから 

1～２か月かかります。 

 申請書類提出後、2 か月以内に転居・転出予定のある方は、必ず転居・転出（予定）日と

転居・転出先の住所をお知らせください。 

 

申請者
フ リ ガ ナ

氏名  妊産婦氏名 

１） 申請者と同じ 

２） 申請者と異なる 

（     ） 

    

申請時の住所 

（〒   -      ） 

 

 

連絡先℡        （自宅・妊産婦携帯・        ） 

    

転居・転出先の

住所 

（〒   -      ） 

 

 

連絡先℡        （自宅・妊産婦携帯・        ） 

    

転居・転出 

（予定）年月日 
令和  年  月  日   

 

※申請以降に転居・転出する予定のある方は、必ず上記をご記入の上、ご提出ください。 

 なお、申請時、すでに転居・転出されている場合は、転居・転出後の住所で申請書・ 

請求書をご記入ください。 

 

※転居・転出後の住所が未確定の場合は、下記までお申し出ください。 

 

・阿寒町行政センター 保健福祉課（電話０１５４－６６－２１２０） 

・音別町行政センター 保健福祉課（電話０１５４７－９－５２５２） 

・釧路市役所     健康推進課（電話０１５４－３１－４５２４） 


